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第３章 第４期計画の総括  

１ 基本方針ごとの総括 

第４期計画（令和３（２０２１）年度～令和７（２０２５）年度）においては、３つの基本目標と８つ

の基本方針に基づき、施策を進めてきました。 

第５期豊橋市地域福祉計画の策定にあたっては、これまでの推進施策についての検証及び

評価を踏まえ、引き継ぐ分野及び重点をおくべき分野を明確にする必要があります。そこで、

第４期計画を基本方針ごとに総括を行い、第５期豊橋市地域福祉計画策定に向けた今後の方

向性を検討しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、地域の活動の自粛や制限、外出機会

の減少など社会環境が変化したことにより、課題の顕在化・深刻化が進み、福祉的な支援を必

要とする人も増加したという背景があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 

◎：目標値を達成 

○：現状値と同じまたは上回る 

△：現状値を下回る 

※目標値が延べ人数の場合 

◎：目標値を達成 

○：目標値の８０％以上 

△：目標値の８０％未満 
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■第４期計画における体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「豊橋市再犯防止推進計画」については基本目標２の基本方針（１）「誰もが暮らしやす

い環境整備」内に記載しています。 

※２ 「豊橋市成年後見制度利用促進計画」については基本目標２の基本方針（３）「権利擁

護体制の充実」内に記載しています。 

※３ 令和２（２０２０）年の社会福祉法改正により、市町村地域福祉計画を策定するすべて

の市町村が「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に

関する事項」について計画の中に記載すべきとされているため、「包括的な支援体制

の整備」については基本目標３の基本方針（１）「包括的な相談支援体制の充実」内に

記載しています。 

  

基本方針 

（１）地域福祉に関心を持つきっかけづくり 

（２）地域福祉の担い手の育成支援 

（１）誰もが暮らしやすい環境整備（※１） 

（２）災害時の支援体制の充実 

（１）包括的な相談支援体制の充実（※３） 

（２）地域福祉活動への多様な主体の参加促進 

基本理念 基本目標 

基本目標１ 

支え合いの社会づくり

に向けた市民意識の 

醸成と担い手づくり 

基本目標２ 

安全・安心に暮らせる

地域づくり 

基本目標３ 

分野を越えて包括的に

地域を支援する仕組み

づくり 

（３）地域住民による地域生活課題解決力の 

強化と体制整備 

（３）権利擁護体制の充実（※２） 

全
て
の
人
が
関
心
を
持
っ
て
、
お
互
い
に
支
え
合
い
、 

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現 
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基本方針（１） 地域福祉に関心を持つきっかけづくり 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 
現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R６ 
R7 

(見込) 
目標値 
(Ｒ７) 

達成 
状況 

出前講座「人にやさしい 

まちづくり塾」開催回数 

（５年累計） 

２９回 

（単年） 
１９回 ４０回 ７２回 １０２回 １３２回 １２５回 ◎ 

小学生のためのボラン 

ティア体験学習（介護 

予防サロン）参加者数 

（５年累計） 

３５カ所 

１７４人 

（単年） 

０カ所 

０人 

１５カ所 

４４人 

２６カ所 

１１８人 

３８カ所 

１９１人(※) 

４０カ所 

３７１人 

４０カ所 

９００人 
△ 

※申込者数は２５１人だが、台風に伴う警報発令により開催を中止したものを除いた数 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

意識啓発に向けたイベントの 

開催 
３ 

・「いきいきフェスタ」の開催 

・市民活動推進イベント（オレンジフェスタ）の実施 
・子育て支援プラットホーム事業（子育て応援宣言の推進） 

各種講座等の開催による理解 

促進 
２ 

・障害者理解啓発事業 

・人にやさしいまちづくり推進事業【重点】 

知る機会・学びの機会の提供 ３ 
・ユニバーサルデザイン推進事業 
・福祉協力校・研究校の委嘱・助成 
・ボランティア情報の集約と発信の充実【重点】 

（ア）主な成果 

 市民活動推進イベント（オレンジフェスタ）の実施について、他のイベントとの同時開催

としたことや、スタンプラリーなど新たな企画を取り入れ、親子連れが楽しく参加でき

るよう工夫したことで来場者が増えており、市民活動について興味を持つ機会をつく

ることができました。また、多くの若者がボランティアとして参加するようになり、若者

の市民活動への参画のきっかけづくりができました。 

 障害者理解啓発事業における障害者差別解消法等に関する研修会については、市職

員向けに行ってきた研修の対象を市民に拡大して実施することで、障害者が暮らしや

すい社会について広く普及啓発を図ることができました。 

（イ）主な課題 

 人にやさしいまちづくり推進事業では、出前講座「人にやさしいまちづくり塾」を目標

値とした回数以上に開催し、バリアフリーの必要性の普及や、人にやさしいまちづくり

の理解促進を図ることができました。今後、講師となるボランティアの高齢化などによ

り、講座開催数が減り啓発機会の減少が見込まれ、普及啓発と同時に担い手の確保が

必要です。 

 

基本目標１ 支え合いの社会づくりに向けた市民意識の 

醸成と担い手づくり 
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③取り組みの評価 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大期は、小学生のためのボランティア体験学習（介

護予防サロン）では令和３（２０２１）年度に一度も開催できなかったなど、イベントの中止

や募集人数を抑えた開催とせざるを得ない状況となり、各事業の展開に大きな影響があ

りました。しかしながら、開催方法や内容を工夫して行ったことや、ニーズに応じた情報

提供を継続したことで、５類感染症移行後は、多くの事業で参加者数は順調に回復してい

ることから、地域の福祉活動を知る機会を増やすことで地域福祉に関心を持ってもらう

取り組みは概ね順調に進んでいます。 

 

④アンケート結果  

【回答者区分：市民】 

 支え合いを行う地域として考える範囲は、「町自治会」が４割弱、「となり近所（5～１０世

帯程度の身近な集まり）」が３割弱、「小学校区」が２割弱となっています。 

 町内や小中学校区での活動について「あまり参加しない・参加したことがない」の割合が

高くなっています。参加したことがないまたは参加しにくい要因として、「仕事や家事、育

児が忙しくて時間がとれない」との回答が最も多くありました。また、「知り合いがいない、

少ない」、「活動があること自体を知らない」との回答は前回（令和元（２０１９）年度）調査

と比べて増えています。一方で、地域福祉活動を推進するために市民自身が取り組むべ

きこととして、「町内や小中学校区の活動に積極的に参加する」との回答が３割弱ありま

した。 

 さまざまな人々が気軽に集える場所について、「地域にあるとは思わない」との回答が約

４割ありました。一方で、町内や小中学校区の活動を活発にするために、約４割が「さまざ

まな人が気軽に集える居場所をつくる」ことが大切だと考えており、地域住民がお互いに

助け合う福祉を進めるために行政が取り組むべきこととして、「居場所づくりを支援すべ

き」との回答が約２割ありました。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 地域の現状として、地域福祉への関心度が「低い」が約４割、「どちらともいえない」が約５

割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５期計画へ向けた方向性】 

・自分たちの地域の中で、どんな活動が行われているのかを知る機会を増やし、その活動

について理解、関心を深める取り組みを進めていきます。 

・支え合いの担い手の育成支援と連携しつつ、各種イベントや講習会の開催方法や内容を

工夫することで、住民一人ひとりが地域福祉に関心を持ち、地域の困りごとに対して「我

が事」として捉えられるよう引き続き意識啓発を図っていきます。 

・気軽に集える居場所づくりに取り組むことで、地域の住民同士が互いに顔と顔がつなが

り支え合える環境を整えていきます。 
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基本方針（２） 地域福祉の担い手の育成支援 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 
現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 
（見込） 

目標値 
(Ｒ７) 

達成 
状況 

「認知症サポーター 

養成講座」延べ受講 

者数 

41,189

人 

46,317

人 

49,558

人 

53,011

人 

56,400

人 

59,900

人 

58,000

人(※) 
◎ 

ほの国体操リーダー 

延べ養成者数 
６１人 ８３人 １００人 １１９人 １３２人 １４８人 １８０人 ○ 

※６６，０００人→５８，０００人へ修正 

（コロナ禍の影響を考慮した第６次豊橋市総合計画前期基本計画の目標値と異なったため） 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

講座による担い手の育成支援 ４ 

・子育てサポーター養成講座の実施 
・認知症サポーター養成講座の実施【重点】 
・読み聞かせボランティア養成講座の実施 

・ボランティア養成講座の実施【重点】 

地域の活動の中心となる人材の

育成・活動支援 
２ 

・ほの国体操リーダー養成講座の実施【重点】 

・民生委員活動の支援 

アクティブシニアの活動促進 １ ・アクティブシニア活動促進事業 

活動の情報提供・周知 １ ・ボランティア情報の集約と発信の充実【重点】【再掲】 

（ア）主な成果 

 認知症サポーター養成講座では、学校・企業へ重点的に働きかけ、より幅広い分野・年

齢層のサポーターを養成することができました。特に企業向けにＯＮＥアクション研修

を取り入れることで、より実践的知識を身につけたサポーターを養成することができ

ました。 

 ほの国体操リーダー養成講座では、先輩リーダーとの交流や実習を行うことにより地

域で活躍できるリーダーの養成ができました。さらには、リーダーを中心とする運動自

主グループが立ち上がり、新たな居場所の創出にも寄与しました。 

 

 

 

基本目標１ 支え合いの社会づくりに向けた市民意識の醸成と担い手づくり 
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（イ）主な課題 

 子育てサポーター養成講座では、参加者数は増加しており、子育てサポーターの知識

や技術の向上につなげることができましたが、仕事や子育てなどに忙しさを抱える人

が多く、新たに子育てサポーターを担う人材の確保が難しい状況です。実際にボランテ

ィアとして活躍できる人材が減少していることから、幅広い世代へ参加を働きかけ、新

たなボランティア発掘に継続的に取り組む必要があります。 

 

③取り組みの評価 

講座等による育成だけでなく、ボランティア情報を集約し、養成後の活躍の場について

ＳＮＳなどを活用しながら情報発信することで、活動への意欲を高めることができ、担い

手育成につながりました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 ボランティア活動やＮＰＯ活動に参加するにあたって重視することとして、「活動時間に融

通が利くこと」との回答が約６割と最も多く、次いで「近い場所で活動できること」、「仕事

や子育てをしながらでも活動できること」との回答が多くありました。 

 ボランティア活動やＮＰＯ活動に参加したくない理由として、「仕事や家事、育児が忙しく

て時間がとれない」との回答が約４割、次いで「健康などに不安がある」や「活動内容がよ

くわからない、よく知らない」が回答の上位となっています。また、「人と関わりをあまり

持ちたくない」との回答が前回（令和元（２０１９）年度）調査と比べ増加しています。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 地域の現状として、地域福祉の活動に関わる人が「少ない」との回答が約５割となってい

ます。また、さまざまな人々が気軽に集える居場所が「不足」との回答が約４割となって

います。 

 地域の支え合いを推進するために必要だと考えることを尋ねる設問において、「活動の

担い手となる人材育成」との回答が約５割あり、前回（令和元（２０１９）年度）調査と比較

すると割合は減少していますが、依然として一番必要性が高いとの回答になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・働くシニア層や共働き世帯の増加に加えて、つながりの希薄化等による地域福祉の担い

手不足を解消するため、幅広い世代への働きかけを行うことで担い手の裾野を広げてい

くとともに、引き続き、育成支援及び中心となる指導者的人材の養成に取り組みます。 

・担い手として活動したい人が活動できる場づくりを行い、活動しやすい環境を整えてい

きます。 

・ボランティア等の活動への参加支援や、ボランティア団体の活動支援に取り組みます。 
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基本方針（３） 地域住民による地域生活課題解決力の強化と体制整備 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 
現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 
（見込） 

目標値 
(Ｒ７) 

達成 
状況 

「お互いさまのまち 

づくり」支え合い活動 

団体数 
２６団体 ５０団体 ５６団体 ６０団体 ７２団体 ８０団体 ７４団体 ◎ 

介護予防運動自主 

グループ数 

   36 

グループ 

    56 

グループ 

    69 

グループ 

    65 

グループ 

    84 

グループ 

88 

グループ 

    72 

グループ ◎ 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

住民による地域福祉活動の機会

の提供及び支援 
２ 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・トヨッキースクール推進事業 

地域での交流活動のための拠点

づくり・活動支援 
３ 

・介護予防活動【重点】 
・放課後子ども教室 

・地域子育て支援センター事業 

地域の助け合い・見守り活動へ

の支援 
４ 

・「お互いさまのまちづくり協議会」の運営【重点】 
・一声運動・友愛訪問の実施 
・とよはし高齢者等おかえり安心ネットワーク事業 

・見守りボランティアの育成、見守りの実施 

（ア）主な成果 

 トヨッキースクール推進事業では、地域住民が講師やスタッフを務め、地域の大人が地

域のこどもを育てる風土を醸成し、健全なまちづくりにつなげることができました。 

 介護予防活動では、活動参加者保険を開始したり、運動自主グループの紹介チラシの

作成や困りごとの相談に対応しました。また、新型コロナウイルス感染症の影響により

解散したグループがある中、立ち上げ支援や活動継続の支援を実施したことで、新た

な運動自主グループが立ち上がる等、地域の交流拠点を創出することができました。 

（イ）主な課題 

 乳児家庭全戸訪問事業では、民生委員児童委員等が赤ちゃんの産まれた家庭へ訪問し、

地域の子育てに関する情報提供や相談先についての案内を行いました。産後は心身の

負担も大きく不安定になりやすいため、すべての子育て家庭が、地域で孤立しないよ

う、相手のペースに合わせた寄り添いの姿勢で、温かく見守っていく体制を継続する

必要があります。 

 「お互いさまのまちづくり協議会」の運営により、活発な支え合い活動の実施につなげ

ることができましたが、支え合い活動団体を継続する上での担い手が不足しており、

若年世代を含め多くの世代に支え合い活動を周知し、活動の活性化や新たな活動の創

出に取り組む必要があります。 

 

基本目標１ 支え合いの社会づくりに向けた市民意識の醸成と担い手づくり 
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③取り組みの評価 

高齢者については、「お互いさまのまちづくり」支え合い活動の団体数が増加しており、

地域の中で活動の活性化及び新たな活動拠点を創出することができました。また、子育

て世代については、乳児家庭全戸訪問事業などを通して民生委員児童委員による家庭訪

問等により地域の見守り意識が高まったことや、地域との交流を行いながら放課後子ど

も教室事業を進めることで、こどもが安心して暮らせる環境づくりを支援することができ

ました。 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 近所付き合いの様子を尋ねる設問では、「近所であいさつ程度をする人がいる」、「会え

ば親しく話をする人がいる」という回答がそれぞれ約４割ありますが、年代別では２０歳

代、世帯構成別ではひとり暮らしで、「近所付き合いはほとんどしていない」との回答の

割合が３割を超えています。また、近所付き合いがない理由として、「仕事などで家にい

ないことが多いから」との回答が約５割と最も多く、次いで「近所の人と知り合う機会が

少ないから」となっています。 

一方で、地域福祉活動の推進のため、市民自身が取り組むべきこととして、「良好な近所

付き合いや助け合いに努める」との回答が約６割ありました。 

 近所付き合いの中で、手助けすること、されることについて尋ねる設問において、前回

（令和元（２０１９）年度）調査に比べ、すべての項目において「ほとんどしていない・されて

いない」との回答率が上昇しています。また、今後手助けしてあげたい、してほしいと思う

ことを尋ねる設問でも、「どちらもあまり思わない」との回答率が上昇しています。 

 年齢や障害にかかわらず住民が抱える課題について、解決に向けてともに取り組み地域

で支え合う仕組みを作っていく相談員について「市役所や企業・個人の地域活動、福祉の

専門機関等との橋渡し役になってほしい」という回答が一番多く４割強となっています。 

【回答者区分：福祉・こども関係事業所】 

 地域住民が地域福祉活動を推進していくため、事業所が行政に期待することを尋ねる設

問では、「活動資金の援助」との回答が最も多く、次いで「福祉関係情報の提供」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５期計画へ向けた方向性】 

・地域の複雑化・複合化した生活課題解決のために、今ある身近なつながりを活用しつつ、

新たな交流拠点を創出するなど、地域の中にある地域住民による主体的な支え合い活動

を支援していきます。 

・地域の福祉活動と地域住民をつなぐ、橋渡し役となる人材の確保を進めます。 

・地域活動に参加が少ない若年世代等への周知を積極的に行い、参加を促す取り組みを実

施します。 

・手助けを必要とする人や困りごとを抱えた人が相談しやすい窓口の整備をしていきま

す。 
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基本方針（１） 誰もが暮らしやすい環境整備 

 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 

（見込） 
目標値 
(R7) 

達成 
状況 

福祉施設から一般

就労への移行者

数（単年） 
８１人 ８８人 ８５人 １０３人 １０７人 １１５人 １１０人 ◎ 

ほいっぷネッ ト 

ワーク（電子＠連

絡帳）の利用者数 
７７２人 ９５１人 ９６１人 １，０１３人 １，０９５人 １，２００人 １，１００人 ◎ 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

住宅・就労確保への支援 6 

・住居確保給付金事業 
・居住支援事業 

・住まいの安定確保 
・就労準備支援事業 
・農福連携 

・中小企業人材活用支援事業 

自殺対策への取り組み 1 ・ゲートキーパー研修【重点】 

福祉サービスの質の向上と

適切な情報提供 
24 

・母子父子自立支援員による相談 
・地域包括支援センターによる支援が必要な人への訪問 

・とよはし総合相談支援センター運営事業 
・障害児者相談支援事業 
・学習・生活支援事業 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 
・赤ちゃんの駅 
・私立幼稚園運営費補助金 

・法人保育所・認定こども園通常保育事業 
・保育士・保育所支援窓口 
・民間社会福祉施設運営費補助金 

・社会福祉施設等指導監査事業 
・ほいっぷネットワーク（電子＠連絡帳）の利用促進【重点】 
・地域包括支援センター運営事業 

・緊急通報装置設置事業 
・意思疎通支援事業 
・障害者地域生活支援事業 

・障害福祉サービス等給付事業 
・障害児通所支援給付事業 
・「地域生活」バス・タクシー運行事業 

・活字等広報事業 
・子育て支援プラットホーム事業（情報発信の充実） 
・福祉サービスやボランティア活動の情報発信 

・インターネット等を通じた情報発信 

バリアフリー化とユニバーサ

ルデザインの採用 
3 

・地域のニーズに応じた公園施設の整備 
・人にやさしい道づくり事業 
・駅、電停、車両のバリアフリー化の促進 

 

 

 

 

 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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（ア）主な成果 

 住居確保給付金事業では、住居を失うおそれのある困窮者に住宅費を支給することで、

安心して求職活動に取り組める環境をつくることができました。また、世帯の状況に応

じ、生活保護等他制度へのつなぎも含めた支援を行うことができました。 

 ゲートキーパー研修の受講者数は年々増加しており、市民や企業、支援者等を対象に、

こころの健康に関する知識や専門機関へのつなぎ方等を学ぶ機会を増やしました。気

づき・支える人材を育成することで、さまざまな分野で連携することができました。 

（イ）主な課題 

 ほいっぷネットワーク（電子＠連絡帳）の利用について、登録者数は増加し多様な専門

職の連携が可能な体制をつくることができたものの、利用頻度が伸びていないため、

利用方法の研修や利用によるメリットの周知を行うなど、効果的な活用を促していく

必要があります。 

 

③取り組みの評価 

福祉施設から一般就労への移行者数は目標値を達成する見込みで推移しており、障害

者の自立と社会参加を促進することができました。その他、課題等を抱える人を適切な

支援につなげるための多機関との連携や情報発信に取り組み、誰もが暮らしやすい環境

の整備を着実に進めることができました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 現在の相談支援体制では足りないと回答した方に、その理由を尋ねる項目では「どこに

相談したらよいかわからない」が約６割、「気軽に相談できる場所や人が身近にいない」

が約５割となっています。 

 お互いに助け合う福祉を進めるために行政が取り組むべきこととして、約２割が「地域住

民に身近な場所へ相談窓口を設置する」と回答しています。 

 地域の福祉環境に関する設問のうち、要介護になったときに「さまざまなサービスを受

けることができる」に対して、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた回答

割合は前回（令和元（２０１９）年度）調査に比べ８.４ポイント高くなりました。一方、「道路

の段差解消や歩道があるなど、移動しやすい」と思うかの項目については、「そう思う」と

「どちらかといえばそう思う」を合わせた回答割合は前回（令和元（２０１９）年度）調査と

比べ大きな変化はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

【第５期計画へ向けた方向性】 

・住民に身近な相談窓口を設置するなど、相談しやすい体制整備を図ります。 

・高齢者や障害者等が安心して暮らせるようバリアフリー化の促進を図ります。 

・複合的な課題を抱える人など、必要に応じて適切な支援ができるよう、各制度の充実を

図り、分野横断的な支援ができる体制づくりの強化に努めます。 
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～再犯の防止等に向けて～（豊橋市再犯防止推進計画） 

 

①推進施策の成果と課題 

取り組みの内容 事業数 具体的な取り組み一覧 

再犯防止に関する広報・啓発活動 2 
・「社会を明るくする運動」の実施 
・民間協力者に対する表彰 

犯罪をした者等の特性に応じた効果的な 

指導等の実施のための取り組み 
2 

・保健医療・福祉サービスの提供 
・薬物依存を有する人等への支援 

学校等と連携した非行防止の取り組み 1 ・学校等と連携した非行防止の取り組み 

民間協力者や更生保護施設への援助・協力 1 ・民間協力者や更生保護施設への援助・協力 

犯罪をした者等を雇用する企業などの 

開拓、社会的評価の向上 
1 

・犯罪をした者等を雇用する企業などの 
開拓、社会的評価の向上 

就労・住居の確保等のための取り組み 6 

・住居確保給付金事業【※】 
・居住支援事業【※】 
・住まいの安定確保【※】 

・就労準備支援事業【※】 
・農福連携【※】 
・中小企業人材活用支援事業【※】 

※ 基本目標２ 基本方針（１）と同じ 

 

（ア）主な成果 

 「社会を明るくする運動」について、各種啓発活動を通じ、地域における更生保護の周

知を進めることができました。 

 犯罪をした者等に対する保健医療・福祉サービスの提供について、経歴や特性等を勘

案しつつ関係機関と連携することで、適切な支援につなぐことができました。 

 保護司会や更生保護女性会の活動に対して、市としてサポートに努めたことで、全国平

均を上回る充足率で人材を確保することができました。 

 

（イ）主な課題 

 啓発イベントの実施や、ポスターの掲示などにより、広く市民に薬物乱用問題に関する

知識を周知することができましたが、薬物依存を有する人等への支援については、薬

物依存症等に関する正しい知識・意識の理解の促進のため、啓発方法を検討する必要

があります。 

 更生保護女性会については、更生保護施設への支援などの活動を積極的に行ってい

ますが、会員数が減少しているため、担い手の安定確保に向けて、活動内容の周知啓

発や選出方法の見直しなどを検討する必要があります。 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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②取り組みの評価 

地域と協力して犯罪や非行のない社会の実現に向けた周知啓発活動をすることによっ

て、犯罪をした者等への支援について地域住民の必要な理解を深めることができました。

また、社会復帰に必要な就労や住居の確保についても、犯罪歴の有無にかかわりなく情

報提供できるよう取り組みを進めることができました。 

 

③アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 更生保護に関連した認知度の設問に対して、「知らない」との回答が保護司会で約５割、

更生保護女性会で約６割であり、協力雇用主会、BBＳ会、更生保護施設「智光寮」につい

てはさらに「知らない」の割合が多くなっています。 

 「犯罪をした者等が復帰に向けて地域社会の中で孤立することなく、自立した社会の構

成員として安定した生活を送るために必要なもの」について尋ねる設問では、「安定した

就労先」との回答が５割弱、「支援者によるサポート」との回答が３割弱となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・犯罪をした者等に対して偏見を持たないなど、地域住民の理解を深めるため今後も周知

啓発を進めていきます。 

・保護司や更生保護女性会員の担い手の確保を含め、保護司会をはじめとした再犯防止を

支える団体等の活動を引き続き支援していきます。 

・刑事司法関係機関や民間団体と、さらなる連携体制の構築を図ります。 

・犯罪をした者等の円滑な地域社会への復帰のため、特性等に応じた支援とともに、安心

して暮らせる居場所の確保等に取り組みます。 
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基本方針（２） 災害時の支援体制の充実 

 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 
（見込） 

目標値 
(Ｒ７) 

達成
状況 

避難行動要支援者登

録台帳への新規登録

者数（５年累計） 

１６５人 

（単年） １８２人 ３２０人 ４６４人 ６０５人 ７６９人 ９００人 △ 

「 災害ボランティア 

コーディネーター養成 

講座」修了者数 

（５年累計） 

２０人 

（単年） 
２９人 ５７人 ９３人 １２４人 １５５人 １００人 ◎ 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

避難行動要支援者事業の推進 １ ・避難行動要支援者支援事業【重点】 

地域ぐるみの防災活動の推進 ５ 

・自主防災組織育成事業 
・防災まちづくりモデル校区事業 

・とよはし防災リーダー養成講座の実施 
・災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施【重点】 
・見守りボランティアの育成、見守りの実施 

 

（ア）主な成果 

 災害ボランティアコーディネーターの養成については、近年の自然災害の発生の増加

により、関心が高まったこともあり、養成講座修了者数は増加し、災害ボランティアセ

ンターの運営体制の強化につながっています。 

 自主防災組織育成事業について、地域の防災訓練を定期的に実施し、地域防災力の強

化を図ることができました。 

 避難行動要支援者支援事業において、自主防災組織や民生委員児童委員へ「災害時の

要配慮者に対する支援事業」についての研修会等を開催し、制度の周知に努め、日頃

の見守り及び災害時における支援体制の構築を図ることができました。 

 

（イ）主な課題 

 避難行動要支援者支援事業については、毎年一定数の登録者はいるものの、制度の周

知が不十分でした。今後発生が危惧される南海トラフ地震などの大規模災害に備え、

個別避難計画に登録された情報を平時・災害時問わず、活用することができる体制づ

くりを進めるとともに、さらなる制度の周知を図り、登録者数を増やしていく必要があ

ります。 

 

 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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③取り組みの評価 

避難行動要支援者支援事業を推進することで、地域の要支援者を把握し、日頃の見守

りと災害発生時の支援体制の構築に役立てることができました。また、災害ボランティア

コーディネーターや防災リーダーの養成により、本市が大規模災害時に設置する災害ボ

ランティアセンターにおける運営体制の強化や、地域の防災力の向上につなげることが

できました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 地域福祉のうち関心のある分野を尋ねる設問では、「災害時の助け合い」との回答が５割

強と一番関心のある項目となりました。 

 避難行動要支援者支援事業を「知らない」との回答が８割を超えていました。 

 災害ボランティアセンター及び災害ボランティアコーディネーターについては、「知らない」

との回答が８割以上となっており、災害ボランティアコーディネーターとして活動するこ

とについて「興味があるが活動する余裕がない」との回答が、約５割となっています。 

 校区防災訓練について、約７割が「あまり参加しない・参加したことがない」となっていま

す。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 避難行動要支援者支援事業を行う上での困りごととして、「台帳を活用した具体的な取

り組み方法がわからない」という回答が３割を超えています。 

【回答者区分：福祉・こども関係事業所】 

 地域の諸団体や関係機関と交流・連携しながら取り組むものとして、約５割が「災害時に

おける相互協力」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・避難行動要支援者台帳の登録について、周知を図るとともに、台帳の活用や台帳登録者

数を増やすための方法について検討を進めていきます。 

・災害時に対応できる人材の確保・養成を行うとともに、地域の自主防災組織における定

期的な訓練を支援し、地域防災力の向上を図っていきます。 

・平時における既存の支援体制を活用し、災害時におけるきめ細かな支援につなげる取り

組みを進めていきます。 
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基本方針（３） 権利擁護体制の充実 

 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 
現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 
（見込） 

目標値 
(Ｒ７) 

達成 
状況 

成年後見支援センター

の相談件数（単年） ４５４件 ４６０件 ５８３件 ５２１件 ５５７件 ５００件 ５００件 ◎ 

ＤＶ相談窓口の認知度 30.2％ 36.2％ ―(※) 38.0％ ―(※) 40.0％ 50.0％ ○ 

※認知度を測るアンケートについては隔年実施のため R4、R６実績値無し 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

権利擁護に関する支援体制の推進 ３ 
・成年後見制度利用支援事業 

・日常生活自立支援事業 
・市民後見人についての検討 

虐待・暴力の防止への相談・支援 

ネットワーク 
５ 

・児童虐待防止に関するネットワークの推進 

・高齢者虐待防止ネットワークの運営事業 
・障害者虐待防止事業 
・男女共同参画支援事業【重点】 

・児童虐待防止推進月間の取り組み 

人権啓発の推進 ２ 
・地域人権啓発活動事業 
・児童虐待防止推進月間の取り組み【再掲】 

 

（ア）主な成果 

 成年後見支援センターの相談件数は増加傾向にあり、制度を必要とする人へ適切な支

援をつなぐことができました。 

 障害者虐待防止事業では、令和６（２０２４）年度に新たに設置した虐待防止相談員と連

携し、相談員の資質向上を図るための研修や、支援に関する悩みや疑問を伺い適切な

助言を行うための事業所訪問を実施し、権利擁護に対する事業所職員等の理解を深め

ることができました。 

 

（イ）主な課題 

 男女共同参画支援事業においては、ＤＶ相談窓口について年齢層や性別に関係なく幅

広く市民に周知をしたことにより、市民全体の認知度は向上したものの、１０代や男性

の認知度が低いため、高校生向けデートＤＶ出前講座などの機会を捉えて若年層への

周知を強化するなど、さらなる認知度の向上を図る必要があります。 

 市民後見人の養成について検討が進み、今後は権利擁護の担い手としての活躍の場

面の整理や、地域の中で活躍できる人材の育成が必要となってきます。 

 

 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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③取り組みの評価 

成年後見制度を必要とする人が、適切な支援を受けることができる体制づくりを推進

することができました。また、高齢者や障害者、児童への虐待防止について、関係機関と

の連携体制の構築や、支援員向けの研修等を実施することで、虐待の早期発見・対応を

することができました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 成年後見制度について詳しく知りたい場合の相談先として、「市役所」が４割弱であり、

「わからない」が約２割、「成年後見支援センター」が約１割となっています。 

 「市民後見人」について、「自分はなる気はないが、市民後見人という仕組みは応援した

い」との回答が約５割となっており、市民後見人の活動において重要だと思うことについ

ては、「高齢者や障害者の支援ができる」との回答が５割と最も多く、次いで「住んでいる

地域で活動できる」となっています。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 自治会長では、成年後見制度が必要と思われる方がいた場合、「市役所・窓口センター」

への相談が最も多く、次いで「成年後見支援センター」、「民生委員児童委員」となってい

ます。 

一方、民生委員児童委員では、「地域包括支援センター」が最も多く、次いで「成年後見支

援センター」、「社会福祉協議会」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・成年後見支援センターの取り組みについて周知啓発を行います。 

・市民後見人の育成など権利擁護支援の担い手の育成を図るとともに、今後も認知症高

齢者など判断能力の不十分な方の増加が見込まれるため、継続して成年後見制度に関す

る相談や利用支援など、権利擁護が必要な人へ寄り添った支援ができる体制づくりに取

り組みます。 

・虐待や暴力の防止・早期解決に向けて、さらなる理解促進や周知啓発に取り組みます。 

・こどもの権利条例の制定に向けて、検討を進めていきます。 
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～成年後見制度の利用促進に向けて～（豊橋市成年後見制度利用促進計画） 

 

① 推進施策の成果と課題 

地域連携ネットワークの 

３つの役割 

中核機関の 

４つの機能 
事業数 具体的な取り組み一覧 

権利擁護支援の必要な 

人の発見・支援 
広報機能 ３ 

・研修会等での業務案内、制度説明 
・連続講座「成年後見・権利擁護講座」の開催 

・講演会の開催 

早期の段階からの相談・ 

対応体制の整備 
相談機能 ２ 

・成年後見制度等に関する相談対応 

・日常生活自立支援事業等との連携 

意思決定支援・身上保護を

重視した成年後見制度の

運用に資する支援体制の

構築 

成年後見制度利

用促進機能 
５ 

・市長申立ての実施 

・適切な後見人等候補者の推薦 
・法人後見の実施 
・制度利用にあたり費用負担が困難な人に 

 対する費用の助成 
・市民後見人についての検討【再掲】 

後見人支援機

能 
２ 

・後見人等からの相談対応 
・権利擁護支援チームの自立支援の実施 

 

（ア）主な成果 

 成年後見制度を必要とする人に対して、成年後見支援センターにおいて相談を受け付

け、法律問題や複雑化した課題の案件の場合は、必要に応じて専門職の助言を受ける

など適切な支援につなげることができました。 

 市長申立て案件など、後見人等候補者の選定が必要なケースについて、成年後見支援

センターが受任調整会議を令和４（２０２２）年度から実施し、法律・福祉の専門職によ

るアドバイスを得て、支援方針の検討を行うことで、より適切な後見人候補者の推薦に

つなげることができました。 

 

（イ）主な課題 

 身寄りがないなどの場合でも、成年後見制度の利用が必要な人が、適切に利用ができ

るように、市長申立てを実施することで権利擁護支援を行っています。今後は、成年後

見制度の利用が必要な人をいち早く適切なサービス利用につなげることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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② 取り組みの評価 

研修会等により、成年後見制度利用対象者及び市民に対して、幅広く周知啓発をする

ことができたほか、費用助成制度や市長申立ての実施により制度の利用促進につなげる

ことができました。 

また、専門職を含めたさまざまな機関と連携して適切な権利擁護支援を行うことがで

きました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 成年後見制度を「知っている」または「制度の名称は聞いたことがあるが、内容は知らな

い」の回答を合わせると約７割となりました。一方で、成年後見制度にどんな印象を持っ

ているかの項目では、「制度を利用することで、本人の権利擁護につながると考えている」

との回答が約３割あるのに対し、「成年後見人によって横領などの不正が行われないか」、

「後見人が本人の意思を尊重してくれるか」と不安に思っている回答が約５割ありました。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 成年後見における市長申立て制度について、「知っている」との回答は、自治会長で３割

強、民生委員児童委員で５割でした。 

【回答者区分：福祉・こども関係事業所】 

 成年後見制度を利用しやすくするため、約３割の事業所は「相談しやすい相談窓口の運営」

が重要だと考えています。 

 成年後見における市長申立て制度について、制度を「知らなかった」との回答が約２割あ

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・成年後見支援センターを中心とした各機関との連携により、成年後見制度のさらなる理

解促進や周知啓発に取り組むことで利用促進を図っていきます。 

・本人の状況にかかわらず、権利擁護が適切に行われるよう成年後見制度利用支援事業や

市長申立て制度についてさらに周知を行っていきます。 

・地域とのつながりを生かした市民後見人が活躍できる体制整備を進めていきます。 
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基本方針（１） 包括的な相談支援体制の充実 

 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 
現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 
（見込） 

目標値 
(Ｒ７) 

達成 
状況 

相談支援包括化推進員に

よる複合的な課題への対

応ケース数（単年） 
― ３１件 ３６件 ５０件 ７８件 ８０件 ５０件 ◎ 

妊娠・出産・子育てに関す

る相談件数（単年） 

7,077

件 

6,530 

件 

6,227 

件 

6,422 

件 

5,946 

件 

6,640

件 

9,700 

件 
△ 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

包括的な相談窓口の充実 4 

・包括的相談支援事業 
・妊娠・出産・子育て総合相談窓口【重点】 

・保育コンシェルジュ【重点】 
・外国人相談事業 

多様な機関が協働する相談支援

体制の充実 
７ 

・多機関の協働による包括的支援体制整備事業【重点】 

・地域ケア会議の実施 
・障害児者相談支援事業 
・障害者自立支援協議会の開催 

・自立相談支援事業 
・ふれあい収集の実施 
・一般廃棄物対策事業（いわゆる「ごみ屋敷」対策） 

包括的支援体制の整備に向けて ５ 

・包括的相談支援事業【再掲】 
・多機関協働事業 

・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
・参加支援事業 
・地域づくり事業 

（ア）主な成果 

 妊娠・出産・子育て総合相談窓口について、サービスにつなげるだけでなく、必要に応

じて関係課と連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を実施することができ

ました。 

 参加支援事業について、就労継続支援Ｂ型事業所を活用した社会参加に向けた取り組

みを実施し、社会とのつながりづくりを実施することができました。 

（イ）主な課題 

 自立相談支援事業において、関係機関と連携を図り多角的に支援を行うことにより、

早期自立を支援することができました。支援を拒否している人に対しては、適切な支

援につなげるため、伴走型支援により、信頼関係の構築にさらに取り組む必要があり

ます。 

 地域づくり事業において、相談を受けたケースのつなぎ先として地域に根差した集ま

りや活動が地域の中にはあるものの、把握が進んでいないため、地域へ出向く等によ

り、集まりや活動を把握していく必要があります。 

基本目標３ 分野を越えて包括的に地域を支援する 

仕組みづくり 

活動 
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③ 取り組みの評価 

令和３（２０２１）年度に「福祉相談サポートセンター」を設置し、令和６（２０２４）年度から

重層的支援体制整備事業を本格実施しています。複雑化・複合化した課題についても相

談支援包括化推進員によるコーディネートにより、多機関で連携して取り組むことができ

る包括的な支援体制の整備が進みました。さらに、関係機関との協議や研修を実施する

ことで事業への理解促進や、関係機関同士の意思統一を図ることができました。 

また、令和６（２０２４）年度から「こども家庭センター」を設置し、母子保健機能と児童福

祉機能の相談支援を一体的に行っています。 

その他、地域ケア会議の開催などにより、個別課題への対応だけでなく、地域課題の発

見や地域づくりへとつながっています。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 現在の相談支援体制では足りないと回答された方に、足りない点を尋ねる設問において、

「どこに相談したらよいかわからない」との回答が約６割となり、「気軽に相談できる場所

や人が身近にいない」との回答も約５割となっています。 

 福祉に関しての情報を入手したいときは、「インターネット（情報検索）で調べる」との回答

が約６割となり、次いで「家族・親族に聞く」が約４割、「知人・友人に聞く」が約３割となっ

ています。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 特に支援が必要だと思われる方がいた場合の相談先として、自治会長では、「民生委員

児童委員」が最も多く、次いで「地域包括支援センター」、「市役所・窓口センター」となって

います。一方、民生委員児童委員では、「地域包括支援センター」が最も多く、次いで「他

の民生委員児童委員」、「自治会」となっています。 

【回答者区分：福祉・こども関係事業所】 

 住民からの相談の解決に向けてともに取り組み、地域で支え合う仕組みを作っていく相

談員を配置した場合について、約６割が「自分が対応できない相談を受けたときの案内

先として相談員を活用したい」と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５期計画へ向けた方向性】 

・複雑化・複合化した課題に対して、単独の相談支援機関では対応が難しいものであって

も、関係機関で連携するなど、引き続き断らない相談支援の体制整備を進めていきます。 

・支援の拒否がある場合でも、必要な支援につなげていくよう継続的な関わりを持つな

ど、課題の深刻化を防ぐ取り組みを進めていきます。 

・住民目線で地域の活動を把握していくとともに、分野を越えた地域づくりを進める人材

の配置など検討を進めていきます。 



 

36 

 

 

 

基本方針（２） 地域福祉活動への多様な主体の参加促進 

 

①数値目標の達成状況 

評 価 内 容 現状値 
(R元) 

R3 R4 R5 R6 
R7 

（見込） 
目標値 
(Ｒ７) 

達成
状況 

まちづくり活動に

参加したことが 

ある市民の割合 
45.6％ 70.3％ 68.6％ 72.2％ 71.6％ 73.0％ 75.0％ ○ 

総合福祉センター・ 

地域福祉センター

の貸室利用者数

（単年） 

112,430

人 

67,605

人 

89,221

人 

95,465

人 

109,628

人 

125,000

人 

121,000

人 
◎ 

 

②推進施策の成果と課題 

主な取り組み 事業数 事業一覧 

社会福祉法人や民間企業等による

公益的な取り組みの推進 
３ 

・とよはし高齢者等おかえり安心ネットワーク事業 
・中小企業人材活用支援事業【再掲】 

・社会福祉法人による公益的な取り組み 

地域福祉を支える団体等が協働す

るためのネットワークの構築 
５ 

・市民活動プラザの運営【重点】 
・校区市民館管理運営事業 
・市民活動推進イベント（オレンジフェスタ）の実施 

【再掲】 
・福祉センター管理運営業務【重点】 
・ボランティアセンターの運営【重点】 

 

（ア）主な成果 

 ボランティアセンターの運営により、活動場所や相談できる場の提供ができ、ボランテ

ィアグループの活動をサポートすることができました。 

 

（イ）主な課題 

 市内の社会福祉法人の公益的な取り組みについて、社会福祉法人同士で共有し、意見

交換することができました。今後は、地域の福祉ニーズ等を踏まえた多様な地域貢献

活動が実施されるよう、企業と社会福祉法人とのマッチングを進めていく必要があり

ます。 

 校区市民館管理運営事業について、Ｗｉ‐Ｆｉ環境の整備など、地域コミュニティ活動等の

拠点として、住民や事業所など幅広い主体が利用できるような環境整備を行うことが

できましたが、校区市民館を拠点とした活動の担い手となるさまざまな人材の掘り起

こしが必要です。 

 

 

 

 

基本目標３ 分野を越えて包括的に地域を支援する仕組みづくり 
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③取り組みの評価 

総合福祉センター・地域福祉センターの貸室利用者数や校区市民館の利用者数は増加

しており、身近な地域で活動の場等を提供することで、地域の活性化に寄与することが

できました。 

また、市民活動プラザの運営による市民活動に関する相談や、イベントの実施によるき

っかけづくりを実施したことで、まちづくり活動に参加したことがある市民の割合は７割

程度となっています。 

社会福祉法人と企業をつないでいくなど、さらなる地域福祉活動の実施に向けて取り

組むことができました。 

 

④アンケート結果 

【回答者区分：市民】 

 生涯学習センターや校区市民館の行事について、約８割が「あまり参加しない・参加した

ことがない」となっています。 

【回答者区分：自治会長、民生委員児童委員】 

 地域の支え合いを推進するために、約３割が「団体や組織間の連携支援」が必要と考えて

います。 

 他の組織団体と地域の支え合い活動を推進するために連携する上で困っていることとし

て、「個人情報保護のため、どこまで情報共有してよいかわからない」との回答が約５割

と最も多く、「組織団体の人と出会う機会がない」も約４割となっています。特に自治会で

は、「自分が多忙で連携まで手が回らない」との回答も約４割となっています。 

 民生委員児童委員では、地域福祉活動をしている中で困っていることとして、「プライバ

シーにどこまで踏み込んでいいのか戸惑うことがある。」との回答が約７割と最も多くな

っており、「支援を必要とする人などの情報が得にくい」が５割以上となっています。また、

普段から連携している組織団体として「地域包括支援センター」との回答が約８割と最も

多く、次いで「自治会」、「他の民生委員児童委員」となっています。 

【回答者区分：福祉・こども関係事業所】 

 普段から交流・連携している地域の諸団体や関係機関として、「市役所」との回答が最も

多く、次いで「医療機関」、「福祉サービス事業所」となっています。 

 事業所で、地域の諸団体や関係機関と交流・連携する際に課題となっているものとして、

「地域の諸団体等の人と出会う機会がない」、「職員の負担が大きく連携まで手が回らな

い」との回答がそれぞれ約６割となっています。 

 

 

 

 

  

【第５期計画へ向けた方向性】 

・地域において活動を行う団体等への支援を引き続き行っていきます。 

・多様な主体と福祉活動をつなげる人材の配置に向けた取り組みを進めていきます。 

・さまざまな団体が主体となって活動しやすい環境づくりの整備に引き続き取り組んでい

きます。 
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２ 全体の総括 

第４期計画は、「全ての人が関心を持って、お互いに支え合い、いきいきと暮らせる地域社

会の実現」を目指し、３つの基本目標を定め、地域福祉を推進してきました。 

第４期計画の達成度についての市民アンケートでは、「どちらともいえない」が約６割、「実

現には遠い」が約２割となりました。 

 

 

                                    

イベントや研修などの活動を通して、年代にかかわらず普段地域福祉に関わりのない人に

も関心を持ってもらう機会の提供ができましたが、活動があること自体を知らない人もいる

ため、その活動の周知方法や啓発活動を工夫して取り組む必要があります。また、地域活動に

取り組んでいこうと考えている市民や、近所付き合いが少ない若年層へ地域福祉に関わる機

会の提供を進める必要があります。 

また、引き続き、地域社会の課題を認識し、結びつきを深められる体制整備や活動支援を

進めていく必要があります。 

併せて、地域福祉の新たな担い手の育成を進めており、地域福祉活動に関わる人が多いと

感じている人は少ないものの、ボランティア活動等へ条件が合えば参加してみたい人が一定

数いることを踏まえ、参加意欲のある人たちに参加してもらえるようアプローチ方法を検討し

ていく必要があります。 

 

 

 

                                      

相談支援体制自体の整備は進んでいるものの、どこに相談したらよいかわからない方も多

くいます。地域住民や関係機関へ相談窓口の周知啓発を引き続き行うとともに、身近な相談

窓口の設置について検討するなど、相談しやすい体制整備に向けて取り組んでいく必要があ

ります。 

また、高齢者や障害者、さまざまな背景を持つ人が、自身が受けられる支援制度を認識して

いない場合もあります。そのため、平時・災害時を問わず、地域での見守り支援など、各々が

抱える課題が早期に発見され適切な支援を受けられるような地域環境の整備を目指し、住み

慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに引き続き取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 支え合いの社会づくりに向けた市民意識の醸成と担い手づくり 

 

基本目標２ 安全・安心に暮らせる地域づくり 
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関係機関との協議や研修を実施したことで、包括的支援の理解が深まり、多機関で連携す

る体制の整備を進めることができました。引き続き、各機関と連携を図り、複雑化・複合化し

た課題を抱える人たちや制度の狭間にある人たちの支援に取り組んでいきます。 

また、地域の福祉活動団体と出会う機会がないという声もあり、多様な主体と福祉活動を

つなげる人材の配置に向けた取り組みを進めていきます。加えて、専門機関が関わるだけで

なく、地域の中で課題解決が進むよう、多様な主体による地域福祉活動を把握し、その活動を

活性化するための仕組みづくりを構築していく必要があります。 

 

 

以上の第４期計画の総括に加えて、社会構造の変化や新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、孤独や孤立対策が政策課題として浮上し、地域でのコミュニティ支援や心の健康を重視

した施策の必要性が高まっています。 

また、今後は、課題が複雑化・複合化した後の支援だけでなく、深刻化する前の早期発見や

早期対応が必要となってきています。デジタル技術を活用した新たなつながりや支え合い、サ

ービスが浸透するようになっており、日常にあるつながりに着目しつつ、新たな手法を取り入

れながら施策を進めていく必要があります。 

加えて、地域共生社会の実現にあたっては、福祉以外の分野とも連携、協働した住民主体

の地域づくりと包括的な支援体制の整備についても、国や県の動向に注視しながら取り組ん

でいく必要があります。 

 

  

基本目標３ 分野を越えて包括的に地域を支援する仕組みづくり 


